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訴   状  

 

当事者の表示   別紙当事者目録記載の通り 

 

損害賠償請求事件 

 

訴訟価額  金 1 円也 

貼用印紙  金１０００円也 

 

請求の趣旨 

          

１ 被告は原告に対し、金１円及びこれに対する訴状送達の翌日から支払い済

みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

旨の判決並びに仮執行宣言を求める。 

 

請求の原因 
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別紙 

 
第 1、はじめに――本件訴訟の概要と本質―― 

 原告は、設立以来、学融合を標榜してきた被告東京大学新領域創成科学研究

科に所属する教授である。本件訴訟は、２００９年から２０１０年にかけて行

われた被告新領域創成科学研究科国際協力学専攻の国際政策協調学という分野

の分野変更の手続に違法があったこと、その結果、当該分野が違法に廃止され
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たこと、そのため、当該分野を重要な柱の１つとして学融合を進めてきた原告

の学問研究は重大な支障を来たすに至ったこと、これは原告の学融合に関する

学問研究の自由の侵害に該当する。よって、大学における研究者の学問の自由

が侵害されることのないように万全の措置を講ずるべき義務を負う被告東京大

学の法的責任を追及するものである。 
 尤も、本件訴訟に関連して、かつて、原告も共同原告の一人として、被告東

京大学らを訴えたことがある（御庁平成２４年（ワ）第４７３４号損害賠償請

求事件。甲３７・同３８）。しかし、それは主にこの時の教員選考手続に焦点を

当て、その違法性を問うたものであった。これに対し、本件訴訟はもっぱら分

野変更の手続に焦点を当て、その違法性を問うものである。 
 原告は、本件訴訟を通じ、学融合の本来のあり方が回復されることを強く願

っている。それがほかならぬ現代における学問の自由の回復であるからである。 
 
第２、当事者 

１、原告は、被告の「柏キャンパス」新領域創成科学研究科国際協力学専攻制

度設計講座教授である。 

２、被告は１８７７年に設立された日本の国立大学であり、本訴が対象とする

侵害行為の舞台は２０００年開設の、大学院課程のみの教育を行う「柏キャン

パス」である。被告の「柏キャンパス」における組織体制を本訴が対象とする

事件に即して階層順に示したものが別紙「柏キャンパスの組織体制」である。 
すなわち、被告は、大学院（博士および修士課程）と学部（４年制）という２

つの研究教育母体より構成される。大学院組織には、研究科とよばれる複数の

部局（例えば、法学研究科、工学研究科など。学部の法学部、工学部に対応す

る）があり、各研究科は大学自治の独立した基本単位である。被告研究科の１

つである新領域創成科学研究科（以下、新領域という）は、さらに、「基盤科

学系」「生命科学系」「環境学系」という３つの系から構成され、各系は複数

の専攻と呼ばれる自治の最少単位により構成されている。東京大学に雇用され

る教員（教授・准教授など）は各専攻に所属し、その理念や目標に沿った研究

教育活動を行うことになる。 

本件の侵害行為が発生したのは、大学院課程のみの教育を行う「柏キャンパ

ス」の新領域（研究科）の「環境学系」の「国際協力学」（専攻）である。 

 
第３、債務不履行の成立 

１、本件における学問の自由の具体的内容 

 憲法２３条は学問の自由を保障する。本条が保障する学問の自由の内容とし

て、通常、学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由の３つが挙げられる
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が（宮沢俊義「憲法Ⅱ」、芦部信喜「憲法」ほか）、これらを憲法で保障した意

義は第１に、国家権力が学問的活動とその成果について、弾圧、或いは禁止す

ることは許されない点にあるが、学問的活動が実質的に保障されるためには、

さらに研究教育機関において学問に従事する研究者に職務上の独立を認め、そ

の身分を保証する事、すなわち教育行政の場面においても不当な干渉から学問

的活動が保護されなければならない。この意味において、研究教育機関におけ

る学問研究の自主性・独立性が要請される。 
 この「研究教育機関における学問研究の自主性・独立性の要請」が大学とい

う場に現れたのが「大学の自治」である。「大学の自治」がない限り、大学にお

ける研究者の学問の自由は完全ではあり得ない（宮沢俊義「憲法Ⅱ」３９７頁

１～２行目）。 
そして、「大学の自治」の内容の１つとして、大学における講座や学科目の設

置・廃止や組織編制の決定（言うまでもなく、本件の「分野の廃止・新設の決

定」はこれに含まれる）がある。この決定は、大学の目的を実現－－大学にお

ける研究・教育を具体的な展開－－を保障する方法として、これらは当然、「大

学の自治」に固有な属性であるとされるからである（甲１５山崎真秀「学問の

自由と文部行政権」４３頁 2 行目以下参照）。 
そして、大学の自治とは大学における研究者の学問の自由が外部の国家権力

の干渉から守られるだけでなく、研究者が所属する大学の設置者や外的管理権

者の干渉からも守られることを意味する。なぜなら、研究者が所属する大学の

設置者や外的管理権者によって研究者の学問の自由が制約されるようでは学問

の自由の意義は存在しないにひとしいからである。これは、裁判官の自主性・

独立性を保障した「司法権の独立」（憲法７６条３項）の意味が裁判所の外部の

国家機関だけでなく、裁判官が所属する裁判所によっても干渉されないのと同

様である。  
以上から、大学における講座や学科目の設置・廃止や組織編制の決定過程に

おいて、大学の内外から干渉が働いて、その結果、研究者の学問研究の自由が

損なわれることはあってはならず、そのような行為は学問の自由の侵害となる。 
 本件では、以上の意味で、学問の自由の１つとして、「分野の廃止・新設の決

定」を含む大学における講座や学科目の設置・廃止や組織編制の決定過程が問

題となっているものである。 
 
２、原告の学問の自由の侵害行為の発生 

(1)、原告が取り組んでいた学融合の研究 
原告は、１９９９年、社会科学における国際政治学、国際経済学および国際

法の３つの分野の学問を融合させることを目標として、「国際政策協調学」「国
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際政治経済システム学」「国際環境組織論」の３つの分野の学問が連携協力する

学融合（以下、本件学融合という）の研究をスタートさせた（甲１原告陳述書

５頁３）。 
 

(2)、新領域における分野の変更（廃止・設置）の手続 
 ２００9 年当時、新領域においては、分野を変更（廃止・設置）した場合、引

き続き変更後の当該分野で教員を選考するというやり方であり、分野変更（廃

止・設置）の手続と変更後の当該分野での教員選考の手続は連続し、一体のも

のとして捉えられていた（以下、両者を総称するときは、分野及び教員選考手

続という）。 
分野及び教員選考手続は、新領域創成科学研究科教員選考内規（甲３２の１。

以下、研究科内規と略称）新領域創成科学研究科環境学研究系の組織及び運営

に関する内規（甲３３の１。以下、研究系内規という）及び各専攻の内規・慣

行に基づいて、基本的に次の４つの手続を踏んで実施されていた（甲１原告陳

述書１１頁３）。 
? ．発議 

? ．分野とポスト（教授職か准教授職か）の決定 

? ．教員選考の実施（最終候補者１名を決定するまで） 

? ．教員決定（最終候補者の承認） 

 
さらに、これら４つの手続はそれぞれ次の手順を踏んで実施された（甲１原

告陳述書１１頁３）。 
? ．発議                                       

 専攻が教員を選考する分野とポスト（教授職か准教授職か）を学術経営委員

会に発議する（甲３２の１研究科内規２条）。 

 専攻で上記発議に至るまでの手続は次の通り（甲３３の１研究系内規２４条

１項２号）。 

①．専攻長または関連する講座の教授が基幹専攻会議1に提案。 

②．同会議で討議して、どの分野にするかを全員一致で承認した後に、ポスト

を教授にするか准教授にするかを全員一致で決定。 

 教員数約１０名の小世帯の国際協力学専攻において、基幹専攻会議で分野を

どのような研究領域にするかという分野の選定は、学融合を念頭においてどの

ような研究・教育の類（グループ）を構想するかという問題と深く関連した極

めて重要な問題である。それゆえ、分野選定を決める会議では教授、准教授に

                                                 
1 その構成メンバーは、国際協力学専攻固有の講座である基幹講座を担当する専任の教員
（教授、准教授及び助教）である（甲１原告陳述書１１頁脚注）。 
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とどまらず、未来の学会を担う助教（かつての助手）にも積極的に発言する機

会を確保した。その意味で、発議の手続において、国際協力学専攻で、基幹専

攻会議を経ないで分野変更を決めることはあり得ない（甲１原告陳述書８頁第

３、１）。 
 
? ．分野とポスト（教授職か准教授職か）の決定 

 発議を受けた学術経営委員会は、分野とポスト（教授職か准教授職か）を決

定するために次の手続を踏む。 

①．内規の明文はないが、分野選定委員会を設置。 

②．同委員会で分野について審議、決定。その議決方法は全会一致。 

③．同委員会は②の決定を学術経営委員会に報告。 

④．③の報告を受けた学術経営委員会は承認の審議、決定。 

 

? ．教員選考の実施（最終候補者１名を決定するまで） 

 報告を承認した学術経営委員会は、教員選考を実施するために次の手続を踏

む。 

①．選考委員会を設置（甲３２の１研究科内規４条１項）、 

②．選考委員会は、具体的な作業を発議専攻に委託。 

③．発議した専攻は具体的な作業を実施。基幹専攻会議で公募内容を吟味した

後に、公募を行い、人事小委員会が応募者から有力候補者を２～３人選定し、

基幹専攻会議に推薦。 

④．発議した専攻の基幹専攻会議で最終候補者１名を決定。その議決方法は応

募者などの利害関係人と助教を除いた全会一致。 

⑤．発議した専攻は、上記の審査結果を選考委員会に報告。 

 

? ．教員決定（最終候補者の承認） 

 報告を受けた選考委員会は、教員を決定するため次の手続を踏む。 

①．選考委員会は、審査結果を審議し、承認の有無を決定。その議決方法は全

会一致（甲３２の１研究科内規６条参照）。  

②．選考委員会は、研究系会議に審査結果を報告（甲３２の１研究科内規６条）。 

③．研究系会議で審査結果を審議し、承認の有無を決定。その議決方法は多数

決（甲３３の１研究系内規７条）。 

④．研究系会議は、結果を学術経営委員会に報告（甲３２の１研究科内規７条）。 

⑤．学術経営委員会は、報告の結果を審議し、承認の有無を決定。その議決方

法は全会一致（甲３２の１研究科内規７条）。 
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(3)、実際の手続 
ア、「国際政策協調学」分野を変更（廃止）した手続 
 原告陳述書（甲１）１３頁４に詳述した通り、「国際政策協調学」分野の変更

（廃止）は、本来の手続を踏まずに、国際協力学専攻の当時の専攻長だった國

島正彦教授（以下、國島専攻長という）の独断で実施されたものである。すな

わち、次の点で違法に実施されたものである。 

①．分野変更の発議において、４頁? で前述した通り、最も重要な手続である

「基幹専攻会議の審議・決定」を経ていないこと（仮に「基幹専攻会議の決定

に代わるもの」として教授懇談会の決定があり得るとしても、教授懇談会の正

規の審議・決定すらも実は経ていない〔甲１原告陳述書１７頁表〕）。 

②．のみならず、発議を受け、分野変更を実際に審議、決定する分野選定委員

会の審議・決定もまた経ていないこと（甲１原告陳述書１８頁表）。 
 
イ、分野変更後の教員選考手続 
以下は本訴の論点そのものではないが、関連論点として主張しておく。  
本件において、アの分野変更後の教員選考手続においても、本来の手続を踏

まず、以下のように違法に実施されたものである。 
①．教授選考を具体化する段階で、 
 本来であれば、次の手続を踏むべきところ、本件では１つも実施しなかった。 
(ｱ)、基幹専攻会議で公募の内容を審議・決定した上で公募を実施。 

(ｲ)、人事小委員会が応募者から有力候補者を２～３人選定し、基幹専攻会議に

推薦。 

(ｳ)、基幹専攻会議で有力候補者から最終候補者１名を、応募者などの利害関係

者と助教を除いた全会一致で決定。 
②．選考委員会の、発議専攻の最終候補者１名の決定の承認段階で、 

原告の知らない間に原告を選考委員会の委員から解任した上で、全会一致で

発議専攻の最終候補者１名の決定を承認した（甲１原告陳述書１６頁４月２８

日及び６月１４日の記述）。 
 

ウ、「開発技術政策学」分野の分野変更と教員選考手続 

以下も本訴の論点そのものではないが、関連論点として主張しておく。  
本件において、国際政策協調学」の分野変更及び教員選考とほぼ同時期に、

同時進行で、「開発技術政策学」分野の分野変更と教員選考が進められたが、こ

の手続においても、本来の手続を踏まず、以下のように違法に実施されたもの

である。 
①．分野変更の発議において、本来の決定機関である基幹専攻会議の審議・決
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定を経ていないこと（教授懇談会の正規の審議・決定も経ていない〔甲１原告

陳述書２０頁表〕）。 

②．教授選考を具体化する段階で、 
 本来であれば、次の手続を踏むべきところ、本件では１つも実施しなかった。 
(ｱ)、基幹専攻会議で公募の内容を審議・決定した上で公募を実施。 

(ｲ)、人事小委員会が応募者から有力候補者を２～３人選定し、基幹専攻会議に

推薦。 

(ｳ)、基幹専攻会議で有力候補者から最終候補者１名を、応募者などの利害関係

者と助教を除いた全会一致で決定。 
 

(5)、小括 
 以上の通り、「国際政策協調学」分野の変更（廃止）の実際の手続は、前記(3)
アで述べた通り、発議に至るまでの手続において最も重要な手続である「基幹

専攻会議の審議・決定」を経ておらず、のみならず発議を受けて分野選定委員

会で審議・決定する手続においても本来の手続を実行しておらず、この点にお

いて、手続的違法は明白である。 
 そのような違法な手続きの結果、「国際政策協調学」分野は廃止され、当該分

野を要素の１つとする本件学融合は多大な支障を来たすに至ったことは、本件

学融合の推進を目指していた原告の学問研究の自由を侵害するものであるこが

明らかである。 
 
３、学問の自由に関する被告の保護義務の存在 

(1)、契約上の義務としての給付義務と付随義務 
 契約上の義務には契約から発生する中心的な債務（給付義務）と中心的な債

務の履行に付随して生じる義務群（付随義務）とがある（内田實｢民法Ⅲ｣（第

３版）１２～１５頁）。 
(2)、信義則による付随義務の拡大 
 付随義務において注目されるのは、1960 年代以降、判例を中心に、信義則を

根拠として新たな付随義務が次々と認められつつあるという現象である（内田

實同上）。 
 その最も有名なもののひとつが判例（最高裁昭和５８年５月２７日判決）で

認められた安全配慮義務である。 
「国の義務は右（国家公務員法 62 条、防衛庁職員給与法 4条以下等）の給付義

務にとどまらず、国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、

施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂

行する公務の管理にあたつて、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよ 
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う配慮すべき義務（以下「安全配慮義務」という。）を負つているものと解すべ

きである。（中略）右のような安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な 

社会的接触の関係に入つた当事者間において、当該法律関係の付随義務として

当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認め

られるべきものであつて、国と公務員との間においても別異に解すべき論拠は

ない」 

(3)、大学における信義則による付随義務（学問の自由保護義務） 
 前述の通り、学問の自由を実質的に保障するために、研究教育機関において

学問に従事する研究者に職務上の独立を認め、その身分を保証する事として、

その主要な場面として大学における学問研究の自主性・独立性すなわち「大学

の自治」が認められた。従って、大学は「大学の自治」が損なわれ、大学にお

ける研究者の学問の自由が侵害されることのないように万全の措置を講ずるべ

きである。この意味で、大学は、研究者の大学における学問研究にあたって、

当該研究者の学問の自由を侵害から保護するように配慮すべき信義則上の義務

を負っているものと解すべきである（以下、「学問の自由保護義務」という）。 
 従って、大学が或る研究者との関係で学問の自由保護義務違反を行った場合、

当該研究者に対し、義務違反に基づく債務不履行責任を免れない。 
(4)、本件における大学の「学問の自由保護義務」 
 本件は、第３、１（２～３頁）で前述した通り、分野の変更（廃止）を含む

大学の講座や学科目の設置・廃止や組織編制の決定過程が問題となる。 
そこで、この点に即して学問の自由保護義務を定義すると、大学は、分野の

変更（廃止）を含む大学の講座や学科目の設置・廃止や組織編制の決定過程に

おいて、当該研究者の学問の自由を侵害から保護するように配慮すべき信義則

上の義務を負っているものと解すべきである（以下、本件「学問の自由保護義

務」という）。 
 
４、被告の本件保護義務違反の発生 

(1)、学問の自由保護義務違反の要件事実 
ア、安全配慮義務違反の要件事実 
 この点は一般に次のように解されている。 
「使用者の設置、提供する場所、施設、機械、器具等に欠陥があって、労働者

の生命、健康が害される危険が存在し、使用者においてその危険を除去すべき

であったにもかかわらず、事故当時、それが除去されずに存在していたことを

主張、立証すれば足りる」（内田實｢民法Ⅲ｣（第３版）１３４頁。竹下守夫「判

例研究」民商法雑誌 J86 巻 4 号６２５頁） 
イ、学問の自由保護義務違反の要件事実 
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 そうだとすると、学問の自由保護義務違反の要件事実についても、同じく信

義則上の付随義務として認められた安全配慮義務違反の要件事実を参考にして、

次のように解することができる。 
「大学の運営体制に欠陥があって、教員の学問の自由が侵害される可能性が存

在し、大学においてその侵害の可能性を除去すべきであったにもかかわらず、

その当時、それが除去されずに存在していたこと」 
ウ、本件「学問の自由保護義務違反」の要件事実 
 大学の自治の具体化として、分野の変更（廃止）を含む講座や学科目の設置・

廃止や組織編制の決定過程が問題となる本件において、当該義務違反の要件事

実は、前記イを踏まえて、次のように解することができる。 
「大学の講座や学科目の設置・廃止、分野の変更（廃止）または組織編制の運

営体制に欠陥があって、その決定過程において教員の学問の自由が侵害される

可能性が存在し、大学においてその侵害の可能性を除去すべきであったにもか

かわらず、その当時、それが除去されずに存在していたこと」 
エ、本件の検討 
２で述べた分野変更における違法な手続は、具体的には國島専攻長によって

実行されたものであるが（この点は今後の審理の中でつまびらかにする）、この

当時の被告の組織体制においては、専攻長の上司にあたる研究系長や学術経営

委員会が分野変更に関する専攻長の職務に対して監督する立場にあったのであ

り、國島専攻長からその都度、報告を受けていた。 
 従って、本件分野変更においては、発議に至るまでの手続及び学術経営委員

会内部の組織である分野選定委員会の審議・決定において重大な欠陥があり、

その結果、教員の学問（本件では原告の学融合の研究）の自由が侵害される可

能性が存在したのだから、被告はこの侵害の可能性を除去すべきであった。に

もかかわらず、この当時、被告の研究系長や学術経営委員会は適正な監督を行

使せず、上記のような國島専攻長の独断専行を見過ごしてしまったため、この

侵害の可能性を除去できなかった。 
従って、上記の手続違反により原告の学問の自由が侵害された事態をもたら

したことに対し、被告は学問の自由保護義務違反の責任を免れない。 
 
５、小括 

 以上縷々述べたことから、被告の本件保護義務違反による債務不履行が成立

する。 
 
第４、原告の損害 

１、慰謝料 
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(1)、以上述べた通り、「国際政策協調学」分野の変更（廃止）により、本件学融

合は重大な支障を来たし、そのために本件学融合の推進に邁進していた原告が

受けた精神的苦痛は測り知れない。 
(2)、それゆえ、前記(1)で原告の被った精神的苦痛を慰謝するためには、その慰

謝料の金額は少なくとも１０００万円を下らない。したがって、被告は、慰謝

料として、金１０００万円を支払う義務がある。 
 

２、よって、原告は被告に対し、原告の前記損害金１０００万円のうち、本訴

においては一部請求として、請求の趣旨第１項に記載の通り、金１円及びこれ

に対する訴状送達の翌日から支払済に至るまで民法所定の年５分の割合による

遅延損害金の支払を求める。 

 

以 上  

 

証拠方法 

 
２０１６年７月２５日付証拠説明書記載の通り 

 

 

添付書類 

 

          １、訴訟委任状                         １通 

     １、代表者事項証明書            １通 

     １、証拠説明書               ２通  

     １、甲１～３８号証            各２通  

 

        ２０１６年 ７月２５日 

 

 

                         原告訴訟代理人 

                               弁護士        柳    原      敏    夫 

 

 

東京地方裁判所民事部 御中 
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当事者目録 

 

〒202－0014 
  

東京都西東京市富士町１丁目７番７９－５０１号 
 

                            原   告          柳  田   辰  雄 
                                                     

〒100-0006 

東京都千代田区有楽町１丁目７番１号 有楽町電気ビルヂング北館５階 512 区 

       武藤綜合法律事務所 （送達場所） 

                 電話 ０３（６２６８）５８８０ 

                 ＦＡＸ０３（６２６８）５８８１ 

               上記訴訟代理人弁護士   柳    原    敏    夫     

 

〒113-8654 
東京都文京区本郷７丁目３番１号 

 

                       被   告      国 立 大 学 法 人 東 京 大 学              
              代表者総長    五  神    真   
                                                

以 上 
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柏キャンパスの組織体制  

 
柏キャンパス（大学院のみ） 

 
研究科  
 
 
研究系 
 
 
専攻 
 
 
講座 
 
 
分野 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

人文社会系 教育学 新領域創成科学  ・・・・・・ 

基礎科学   環境学   生命科学  

人間環境学 自然環境学  国際協力学  ・・・・・・・ 

開発協力   制度設計  環境・資源 

国際政策協調 国際政治経済 国際環境組織  ・・・・・・ 


